


最初の疑問「MMDの権利処理って？」

I have a question regarding general licensing agreements.
（一般的なライセンス契約準拠について疑問があるんですけど）

というタイトルの日記を、Vocalikt Visionsさんが書いていました。以下はその抜粋です。
Can someone explain the difference between licensing MMD models versus licensing
Character License from a Vocaloid company (ie. Crypton Future Media, Internet.co etc)?

Would a said company who wants to spread Vocaloid internationally need licensing from all
parties or as long as you have an agreement with the major Vocaloid corporations you should
be fine?

On a similar issue:

What about music licensing rights from a Vocaloid producer who is independent versus
someone who is signed under a Vocaloid label (Karen-T, etc) ?

A Japanese translation of this would be very helpful.
（抜粋ここまで）

切身魚による翻訳：
（此処から）
MMDモデルのライセンスに対する、VOCALOID各社（すなわち、クリプトンフューチャー
メディア、Internet.coなど）のキャラクター・ライセンスはどうなってるか誰か説明できま
すか？

上記に挙げた会社がVOCALOIDを国際的に広めようと思うなら、当然全てのサードパーティ
に対してライセンスを提示する必要があります。あなたがサードパーティ側で、良くあろ
う（倫理的にもライセンス的にも）とするなら、主だったVOCALOID会社と合意の上でやっ
ていきたいでしょう？

同様に：

音楽関連のVOCALOID-P側、特にインディペンデント（独立）レーベルの権利は、Karen T
のようなVocaloidレーベルと契約したPとはどのように異なるのでしょうか。
日本語訳してくれたらとっても助かります。
（ここまで）



立場紹介

こんにちは、切身魚です。VOCALOID界隈では絵（主に背景や動画素材）を作ったり、歌詞を英
訳したり(許諾の元）しています。このほど、Vocaloid Pilipinasさん（これは別の本にて詳述）と
のご縁で、 知り合ったサークル VocalektVisionsさんの疑問に答えることとなりました。

ところが、疑問というのはMMD関連のこと。
私はMMD界隈に一切関わっておりませんので、権利処理がどれだけどのようにきちんとしている
ものか、全く解りません。
知らないこと、解らないことをテキトーに言いつくろうのは嘘になります。
事情に明るいかたからの、誠意あるお答えがあれば、英訳程度ならお手伝いできますのでどうぞ
お知らせください。

そこからでてきた回答と、私による解釈、英訳/日訳を、覚書代わりに本にしました。

 VocalektVisionsさんとは：
NeutrinoP （ルーマニア在住）さんと Tempo-P（アメリカのサンフランシスコ州在住）さんによるユニットです。

Orochi Herman さんとは：
フィリピンのボカロファン団体、『Vocaloid Pilipinas』の代表者です。

伊藤さんとは：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社　CRYPTON FUTURE MEDIA, 
INC　代表取締役　伊藤　博之　さんのこと。クリプトン社は、VOCALOID音源の代表格で、代名
詞ともいえる『初音ミク』開発販売元です。また、『PIAPRO beta（ピアプロ・ベータ、と読み
ます）』の運営を行っているところでもあります。

http://p.booklog.jp/book/40220
http://www.vocalektvisions.com/
http://v-nyappon.net/?m=pc&a=page_f_home&target_c_member_id=13888
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=vocaloid pilipinas&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVocaloidPilipinas&ei=Qfz8TsKyLorymAXmxZmiAg&usg=AFQjCNHXJV3mZ9I4t3G_Y-O5vlwMoxxcjw
http://www.crypton.co.jp/


まずは切身魚どんのコメント

The character license has never seem in common to MMD license. The "gray" area is still
there.
I guess they have no idea / mean about oversea spreading. Especially, little third party.

 About music rights:
The Vocaloid Ps can't open their contracts. "Don't open any information about this" is one
topic of the contract. Though, I heard about KarenT is very kind to Vocaloid P. The label gave
more loyalty than existing labels. They also give information about copyrights, howto
knowledge like a concierge.
（元は英語で書いたので、日訳）
MMD界隈でのキャラクターライセンスは見たことないです。未だに白黒はっきりしない、”
灰色”の領域があります。私見ですが、海外にキャラクターを広めるという考えも手段もなか
ったのではないでしょうか。特に、（Vocalekt Visionsさんのような）サードパーティーに対
して。

音楽関連著作権について。
ボカロPは彼らの結んだ契約について情報を出せません。”契約について情報を開示しない（
守秘義務）”が、契約内容に含まれるからです。ただ、KarenTはボカロPによくしてくれると
聞きます。KarenTレーベルは既存レーベルより高いロイヤリティを支払い、著作権やハウツ
ー情報を与えたりと、コンシェルジェのようです。

こうコメントした後、自分の日記でも先のページ和訳を公開し、広くコメントを募りました。



MKiri @ 廃人中 さんの情報

以下、ご存知とは思いますが。
「PIAPRO(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン」
http://piapro.jp/license/character_guideline
「PIAPRO(ピアプロ)|ピアプロ・キャラクター・ライセンス」
http://piapro.jp/license/pcl

以下、抜粋ですが、下記に該当しなければ OK かと思います。
========================================

Ｄ．当社が許諾していない利用について
個別に契約を締結することで可能となる利用（原則NG）
以下のような当社キャラクターの利用については、当社はその詳細を検討のうえ、個別に契
約を締結した上で利用を許諾しておりますので、利用を開始する前にこちらのフォームから
お問い合わせ下さい。※8
キャラクターの利用に関するお問い合わせ窓口 >>
(1) 法人による、営利、非営利の別を問わないあらゆる利用。
(2) 個人または法人格のない団体による、有償、無償の別を問わない、営利を目的とする利
用（広告、宣伝、広報等の活動に用いる利用を含み、これに限られません）。
(3) 個人または法人格のない団体による、非営利であるが趣味または学校教育の範囲を超える
規模の利用。
(4) 自然人、法人、法人格のない団体を問わず、他者が制作した当社キャラクターの二次創作
物またはこれを含む物品を、業として販売し、または委託販売を受託すること。※9
※8：なお、当社のやむをえない事情により、契約の締結に時間がかかることもございま
すが、ご理解のほどをお願いします。
※9：ただし、利用の態様によっては契約を締結しかねる場合もございますので、あらかじ
めご了承下さい。
（抜粋ここまで）

(切身魚による英訳)
Below, I guess you know.
"PIAPRO (Piapuro) | Guidelines for use of character"
http://piapro.jp/license/character_guideline
"PIAPRO (Piapuro) Character license"
http://piapro.jp/license/pcl

The excerpts here.I think the use is OK if it doesn't fit below.
========================================
D. We are not licensed for use below.
These uses are possible under the contract individually (NG in principle)
Use of our character like the following are, we study the details of the plan. After we gave license to
use on individual contracts. Please contact us using this form before you start using.※ 8
Contact us about the use of character>>
(1) by corporations, irrespective of commercial or non-profit use.
(2) by an individual or organization without legal entity, paid, of any other free for nonprofit use
(advertising, publicity, including the use of public relations for such activities. But not limited to this
list of use.).
(3) the organization with no corporate status, or person that use of non-profit, but beyond scale of a
hobby or a school education.
(4) The natural person, corporation, without any unincorporated organization, that sell the item as a
business, or as a consignment. The item is an article containing this secondary character creations

http://piapro.jp/license/character_guideline
http://piapro.jp/license/pcl


business, or as a consignment. The item is an article containing this secondary character creations
made by others.※ 9
※ 8: In addition, the Company due to unavoidable circumstances, to contract may take longer.
Please understand this.
※ 9: However, because some aspects of the use, the contract can't serve, Please note.
(英訳ここまで)



Orochi HermanさんとVocalektさんのやりとり

Orochi Herman さんとは：フィリピンのボカロファン団体、『Vocaloid Pilipinas』の代表者です
。

Orochi Herman ：

So, if we are to feature them vocaloids in a concert, with proper crediting, that is enough? (in the case of 
Internet co. they said those alone is fine)
We have yet to hear from Crypton in this regard, but I've been hearing conflicting statements saying that if 
it's in Piapro, it is a free-for-all.
つまり、我々がコンサートでvocaloids特集する場合は、適切なクレジットをすれば十分なのです
かね？（インターネット社の場合には、適切なクレジットだけで良いとのこと）
我々は、この点をクリプトン・フューチャー・メディア社（以下、クリプトン社と省略）から聞
いたことはまだありません。が、矛盾するはなしも聞いてます。PIAPTO会員同士なら、コンテン
ツは全て自由に使用できる、とも。

VocalektVisions：
The issue with Piapro is the fact that the registration process is not open to international members.

How we have to do it, is to contact Itoh-san from Crypton Future Media and update our activities
everytime we do something in the public arena. This is even for events that DO NOT make any
profit. 

This MAY change in due time, if Crypton Future Media makes piapro registration international, and
also writes out a separate international licensing agreement for overseas promoters (in English). 

The biggest obstacle is 

1. International users can not understand the license agreement accurately. 
2. Registration process for general license agreements can only be registered through Japanese
Cell phones or mailing addresses that have a Japan address. 
3. Itoh-san is only one person. What happens when all international promotor groups like Vocalekt
Visions bombard him with e-mails for general licensing agreements? Well... let me tell you. I've
been waiting on an e-mail reply from itoh-san for weeks. It's very hard to get in contact with him
recently.
Since Itoh-san is the only "way" we can do any sort of agreement, this is our only option. 

It's not bad at the moment. We have a lot of freedom, since the Vocaloid companies grants us these
freedoms. But I can only imagine if more and more people decide to do what we are doing, it's only

http://v-nyappon.net/?m=pc&a=page_f_home&target_c_member_id=13888


going to get more bureaucratic and busy.
PIAPROの問題は、国際的な参加者に対し、会員登録プロセスがオープンになっていないという事
実です。

（上述のライセンス内容からすると）我々がすべきことは、クリプトン社の伊藤さんに連絡し、
公の場で何かをするたび私たちの活動情報を報告しつづけなくてはならないということです。い
かなる営利/非営利でお金の入らないイベント用であっても、です。

そのうちクリプトン社がPIAPROの会員登録を国際化したら、状況も変わるでしょう。また、海外
の独立プロモーター（注：ここでは非営利の同人イベント企画者をさす）のための独立した国際
的なライセンス契約を書き出してくれるかもしれません（ただし英語で）。

最大の障害は、

1.海外ユーザーは、正確にライセンス契約を理解することができません（注：公式に入手できるの
はニホンゴのみ）。
2.一般的なライセンス契約の登録手続きは、日本のアドレスを持っている日本の携帯電話またはメ
ールアドレスを通じて登録することができます。（＝海外ユーザーは登録できない）
3.伊藤さんは一人だけです。わたしたちVocalektVisionsのような、海外のサークルが何かやる
都度、一般的なライセンス契約のために電子メールしてたらどうなると思います？それがですね...
こうなるんですよ。私は数週間ほど、伊藤さんからのメールの返信を待つ羽目になりました
。最近、彼と連絡を得ることは非常に難しい。
伊藤社長は、我々に許諾をだせる唯一の"手段"です。これが私たち（海外ユーザー）の唯一の選択
肢なんです。

現時点では、これはそう悪くはないことでもあります。ボーカロイド企業が私たちにこれらの自
由を与えてくれているがために、今、多くの自由があります。しかし、より多くの 海外ユーザ
ーが、我々のやっていること（海外ユーザーによる、公認の非営利活動）をしようとした場合、
さらに多くの官僚的手続きに忙殺されるだろうと想像できます。

Orochi Herman ：
1. We have a translator who can do this for us.
2. Explain. We have piapro accounts but you mean there's another kind of registration needed?
3. I'm guessing he didn't anticipate this amount of overseas attention. It's only now they are taking
the foreign shores seriously and they're just starting up.
1.私たちに翻訳してくれる人がいます。（切身魚注：俺！？っていっていいですかｗ）
2.ちょっと説明してくれませんか。我々Vocaloid PilipinasはPIAPROのアカウントを持っているん
ですよ。それでも、何か別途登録する類のことがあるって意味ですか？
3.私は伊藤社長が、海外でここまで注目されるとは予想していなかったのではないか、と推測して
います。クリプトン社は今やっと、外国の動きを真剣に考えだしたところです。



VocalektVisions ：
2. Yes, there is a separate account if you want to move out of the "general licensing" and go into a
specific licensing. Basically out of the umbrella of what the post Mkiri posted above this thread. 
http://piapro.jp/static/?view=piaprolink_desc

But don't count on it. It's only accessible to Japanese citizens. 
You and I will have to deal with Piapro and Itoh-san directly since we are international groups. 

3. Yes I agree. But here's my take. Get the official documents acknowledgements now, otherwise it's
going to get a lot harder later.

2.ええ、ある場合には、別種の登録をする必要があります。あなたが"一般的なライセンス"（切身
魚注：ピアプロ・キャラクター・ライセンス、PCLのこと）を超えて、特定のライセンス（注：
ピアプロリンク。）にしたい場合です。基本的にMKiriさんがこのスレッドの上で書いたとおり
です。
http://piapro.jp/static/?view=piaprolink_desc

しかしながら、上記内容をあまり額面どおり受け取らないでください。日本在住の人にだけ利用
可能なライセンスのようですから。
あなたがたVocaloidPilipinasと私たちVocalektVisionsは国際的なサークルであるため、直接Piapro
と伊藤さんに対処する必要があります。

3.そうですね、私もそれは同意します。しかし、私の見解もお聞きください。
今こそきちんとした公式の文書を得ないと、後々公式の許諾を得るのはさらに困難になるのでは
ないでしょうか。



ReVBさんのコメント

ReVBさんとは：Programmer, software, developer of the AniMiku Vocaloid Live Concert Animation software.（プログラマー、ソフトウェア開
発者。アニミク・ヴォーカロイド　ライブコンサートのアニメーションソフトウェアを開発した。現在はVocalekt Visionsさんと協働中）

この本をFacebookで紹介し、情報を募った際、コメントをお寄せいただきました。公開許可を得て、こちらに英日翻訳ともども公開します。

 「Very interesting. Just as a side note, people or groups should not try and contact Itoh-san
directly (I don't think his direct email is even on the Crypton website anyway) about getting
character usage licenses. Those requests should go through the general Crypton email,
which he does not usually respond to, because he himself would not be able to give every
single person who emails him the licenses to use Crypton's characters.
Also, I'm pretty sure the reason that people were not getting responses to licensing related
emails was partially my fault. I have been working with Crypton and Itoh-san regarding non-
Japanese usage of the PCL, and they have been discussing this for the past couple of
weeks. I myself currently have the licenses to use their characters (direct permission from
them, but the usage falls under a different license), but their office is closed until the 4th and
we will be figuring out a solution for other groups and individuals next year. I'll probably make
a post on VO when Itoh-san and Crypton have finished discussing this and have told me the
details.」

（和訳ここから）

非常に興味深い本です（『Vocalekt Visionsさんの疑問』本をFacebookにも紹介した件につ
いて）。付記するなら、個人なりサークルなりは伊藤さんに直接コンタクトすべきではあり

ませんね。（どのみち、クリプトン社のウェブサイトに直メルアドは載ってないと思います

けど）　通常はクリプトン社の一般窓口メール（社長は通常返信しない）を通じて、社長へ

行くでしょう。クリプトン社のキャラクター使用許諾メールに、いちいち個人個人宛に返信

できるわけがない。

また、私はVocalekt VIsionsやVocaloid Pilipinasのような人々が、ライセンスまわりの電
子メールに応答を得られなかった理由ついて、部分的には自分のせいじゃないかと、認識し

ています。私とクリプトン社、及び同社社長の伊藤さんは、過去数週間にわたってPCLの非
・日本的な利用にともに取り組み、これを検討してきました。私自身は今現在、それらのキ

ャラクター使用ライセンスを持っています。（同社からの直接許諾ですので、使用法は、

『Ｄ．当社が許諾していない利用について　個別に契約を締結することで可能となる利用（

原則NG）』ですね。ところで、同社事務所は1月4日まで閉まってますから、我々は来
年（2012年）、他の団体や個人のための解決策を考え出すことになりましょう。
伊藤さんとクリプトン社が、これについての議論終了ししだい、私に詳細を知らせてくれる

でしょう。そのとき、私もVOに投稿すると思います。
（和訳ここまで）



この章における英語翻訳について

この章では、VOCALOID製品ベンダー各社の規約を一部引用し、翻訳しています。
目的は、海外の「権利処理をきちんとしたいアーティストや、二次創作ユーザー」に情報を提供するこ

とです。

これは著作権保護法　第32条に規定された『引用』（報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行われるもの）範囲内と考えての行為です。

また、翻訳に関しては　-厳密に言えば-　原則として翻案権の侵害に該当します。（これに関しては、冬
季休業期間中の翻訳であったため、事前許諾を得られなかったこと、及び、2012年1月2日現在、各社お
問い合わせ窓口に対してメールにて問い合わせ中ですこと、付記しておきます）

個人訳のため、翻訳の厳密さ、及び文体の選択等についての精度は一切保証いたしません。無償で提供

されるものに、有償サービスの高度な完成度を求めるのは間違いです。

また、各社の公的な見解を代弁・支持あるいは否定するものでもないことも、予め申し上げておきます

。

オマケ：下記のような文章で許諾依頼中・・・

件名：キャラクター使用ガイドラインの引用及び翻訳についての許諾依頼

御社ウェブサイト上ページの引用及び英語翻訳の許諾問い合わせです。

初めてお便りいたします。

『切身魚/Kirimisakana』のHNにて、VOCALOID界隈の海外ユーザーの交流支援をしている一個人です。
このほど、Vocaloid Pilipinas及びVocalekt Visionsさんの質問に答える形で、VOCALOID製品ベンダー各
社のユーザー利用、ならびに二次創作利用についての規約を調べ、電子書籍にまとめております。

引用は著作権保護法の範囲内にて行います。

英語への翻訳について、翻案権許諾をいただきたく問い合わせしました。

【対象】

ページ名＆URL
【目的】

海外の「権利処理をきちんとしたいアーティストや、二次創作ユーザー」に情報を提供することです。

【方法】

個人（TOEICスコア785）による翻訳です。尚、英語圏への解りやすさを優先した文体のため、文章を
分割・省略・用語を改変しています。

【営利・非営利・有償無償について】

現時点では非営利目的での無償公開です。尚、書籍完成時には、非営利ですが、実費程度の対価（1ダウ
ンロード300円）を得る予定です。他の電子書籍同様、0ダウンロードとなると予想されます。



公開ページ　

【海外情報】VocalektVisionsさんの疑問
http://p.booklog.jp/admin/manage/41573

冬季休業中に突然問い合わせして、申し訳ございません。御社製品の二次利用について、「ニホンゴは

分からないが、権利もろもろはきちんとしたい」と考える意識の高いユーザーが居ることを、ご理解く

ださい。

前向きにご検討いただければ幸いです。

blog
http://nekomimi.staba.jp/blog/?page_id=1722
Twitter　Kirimisakana
*************@gmail.com

・・・こんな感じです。お返事をもらえると嬉しいですね。



株式会社インターネットの例

全文は下記リンクから読めます。重要な部分を抜粋します。

http://www.ssw.co.jp/products/vocal/character_guideline/index.html

（抜粋ここから）
第2条　使用許諾

当社は、非商用に限り個人、または同人サークルが本キャラクター、並びに本キャラクターの二次創作物を公開、配布する
ことを許諾します。

また、著しくイメージを損なうような使用、公序良俗に反するような使用、第三者の権利を侵害する使用に関しては、公開
・配布など一切の使用を禁止します。

第3条　別途使用許諾が必要な場合

以下の目的又は形態で使用する場合には、別途使用許諾が必要となります。別途使用許諾が必要な場合は、必ず事前に株
式会社インターネットまでお問い合わせ下さい。

（1）商用での使用

本キャラクターを商用の用途で使用する場合。

「商用」とは、本キャラクターを使用した、有固体、映像、ソフトウェアなどにおいて第三者から対価を取得すること、又
は第三者から対価を取得することを目的とすることを意味しますが、対価取得目的の有無を問わず、販売促進など何らかの
形で本キャラクターの使用者が利益を得る場合を含みます。

（2）有固体、立体物、衣装での使用

いわゆるフィギュアなど有固体、立体物使用。衣装での使用。

なお、非営利かつ無償でのご利用の場合は、事前のお問い合わせをいただくことなく当ガイドラインで許諾された範囲内で
ご利用いただけます。

（3）法人、または各種団体等が本キャラクター、並びに本キャラクターの二次創作物を公開、配布する場合。
（抜粋此処まで）

英文（私家訳は正式版が英文で公開されましたので、削除しました。）
こちらから正式版を閲覧できます。

Permissions and VOCALOIDTM characters guidelines
http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/english_c_license/index.html 
VOCALOID3 Megpoid END USER LICENSE AGREEMENT
http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/english_license/index.html
VOCALOID3 CUL END USER LICENSE AGREEMENT
http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/english_license/index.html 

http://www.ssw.co.jp/products/vocal/character_guideline/index.html
http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/english_c_license/index.html
http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/english_license/index.html
http://www.ssw.co.jp/products/vocal3/english_license/index.html


切身魚が指摘する点：

1.情報が整理されてないこと。商用立体物・衣装についての条項に、突然『非商用・非営利』利用への情報が混じってくるので、
読み手を混乱させている。

2.各種団体を明白に定義していないこと。このため、Vocaloid Pilipinasのように「将来的には財団として、NPO認可を目指す」よ
うなサークルは、「個別問い合わせが必要だ」と考える。Vocaloid Pilipinasは個別問い合わせを行い、社長Twitterメッセージやe-
mailで許諾を得た。これは両者にとって『手間』である。時間的、労力的な資源の無駄。

3.非営利有償が明白に定義されていないこと。「非商用に限り」では、「金銭の授受の有無」や「その限度」を定義していない。
当然、「個別のケース・バイ・ケースで判断する」という理屈はあるが、「個別のケースを判断する」ことそれ自体、両者にとっ
て『手間』である。確認訴訟でも起こす？それこそ、時間的、労力的な資源の無駄。

切身魚が提案すること：
1.上記英訳のように、『各種団体』を明白に定義すること。政党、経済団体、労働組合、専門職団体、NGO、NPO、市民活動を
さす、と記載する。

2.自分たちの団体が『各種団体』になるかどうか不明なら、問い合わせを行うよう、案内窓口、問い合わせに必要な様式も併記す
ること。

3.非営利・有償を明記すること。金銭の授受について、「実費程度」ではない表現をすること。

　切身魚の例：『非営利・有償とは、純利益が一ヶ月当たり9000円（私の食費1ヶ月分）以上になら
ない範囲でならお金を得る『有償』でも良いです。私はそんな大金、この活動で稼げてませ

んが。』



AH-Software 個人・同人サークル 有償配布申請ページ の例

（以下は同社サイトからの引用です）

AH-Software 個人・同人サークル 有償配布申請ページ

このページは個人、同人サークルが弊社ボーカロイドキャラクター、ボイスロイド製品を利

用して作成した作品や二次創作物を非営利かつ有償で配布等をされる場合に、弊社に事前申

請を行うページです。

同人イベント等で利益を上げることを目的しないが、作品制作における実費程度の対価を得

て有償配布するような場合は、このページから事前申請を行うことで配布許可を得ることが

できます。

※作品毎にこのページより事前に当社に申請が必要です。

※各ソフトウェアに同梱されている使用許諾契約書に沿ってのご利用については特に申請の

必要は御座いません。

有償配布申請ページにて申請を行い受諾されますと、弊社より申請したメールアドレス宛て

に受諾完了のお知らせと、有償配布許諾証(QRコード)が送られて参ります。
メールで送られてくる有償配布許諾証(QRコード)は、配布される作品の外装に表記を行って
ください。

※有償配布許諾証(QRコード)の表記は任意です。 

なお、著しくイメージを損なうような使用、公序良俗に反するような使用、当社公式製品の

ような誤解を招く利用、他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがある使用に関しては

、公開・配布など一切の使用を禁止します。 法人が商用目的で使用する場合におきましては
有償・無償を問わず別途使用許諾が必要となります。個人・同人サークルの方でも営利目的

で有償配布される場合は必ず事前に当社までお問い合わせ下さい。

>>(法人の方、営利目的の有償配布をされる方はこちら)

公式画像・イラストの利用について

配布される作品のパッケージ等に当社製品の公式画像、公式イラストを利用することはでき

ません。当社製品のキャラクタを独自に描き下ろし頂いた物であれば利用可能です。

http://www.ah-soft.com/licensee/


有償配布許諾証の利用について

有償配布の申請が受理されますと、弊社よりお知らせと共に有償配布許諾証(QRコード)が送
られて参ります。送られてきた有償配布許諾証(QRコード)は配布される作品の外装に参考図
のように表記してください。

パッケージに表記が難しい場合はサークルまたは製品のホームページにQRコードの表記を
お願いします。

QRコードの表記は任意です。申請が認可された製品であればQRコードの表記が無くても許
諾的には問題ありません。

（引用ここまで）

（切身魚による英訳ここから）

AH-Software: The application form for the "doujin" circle use, "profit distribution"

This page is provided for pre-application, to ( 1 person or group). Make pre-application here when
the "doujin" circle distribute the creative works/secondary works created using our character
Vocaloid/Voiceloid, with fee and non-profit purpose.

If not intended to profit from any coterie events, you get money from distribution for the actual costs
of making the work, you can get the permission to conduct pre-application here.
※ You must apply for each piece from this page.
※ In accordance use with the license agreement included with the software, that is not necessary
case of pre-application, particularly.

When your profit distribute application accepted, we sent "the notice of acceptance" and "the
certification of profit distribution" (QR code) to your email address.
Please make notations of "the certification of profit distribution" (QR code) on the exterior of the
work, that will be distributed.
※Noting "the certification of profit distribution" (QR code) is on your choice ( you can choose to put
QR code on your works, or not to do). 

These use ("open" and "distribute") are banned. The significantly impairing the character's image,
the use violates public policy, the use causes misunderstanding as if it is our official products, and
the use violates / may violate the rights of third parties. The use for commercial purposes by
corporation, it needs other kind of license whether with or without consideration.The doujin circle's
distribution for profit ( making-money purpose ) needs it, too. Please make sure to contact us before
distribution.



>> ( For corporation and who wants to do the commercial distribution, contact form here)

Use of official picture / illustrations

You can't use the official picture / illustrations on your work / package that will be distributed. The
picture / illustrations of our character are drawn by you, can be used on your work / package.

How to use the certification of profit distribution

After your application is accepted, we sent "the notice of acceptance" and "the certification of profit
distribution" (QR code) to your email address.Please make notations of "the certification of profit
distribution" (QR code) on the exterior of the work, that will be distributed.Here is reference picture. (
* the picture was here *)

Noting "the certification of profit distribution" (QR code) is on your choice ( you can choose to put
QR code on your works, or not to do). Without the noting of the QR code, the authorized product has
no problem.
（英訳ここまで）

This translation is Kirimisakana's personal work. I got the permission from AH-Software to translate.
This translation has no rights or does not warrant anything. 



イベント　Vocalekt Visions at Anime LA 2012

動画　Vocalekt Visions at Anime LA 2012
http://www.youtube.com/watch?v=tlpfusmbAvo&feature=player_embedded
Vocalekt Visions presents Hatsune Miku and other Vocaloids at Anime LA on 2012-01-08. Vocalekt
Visions is the largest western Vocaloid music-producing company and is quickly rising in popularity
among western Vocaloid fans. With numerous connections to other Vocaloid professionals,
Vocalekt Visions plans to expand its presence by producing fan-made Vocaloid concerts outside of
Japan. Hear from host Holo the Wise, special guest Koda-P - the famous Engloid producer, and
Tempo-P of Vocalekt Visions. Please visit their website for more original Vocaloid songs, and be
sure to like and subscribe Vocalekt Visions!
Credits:
39diyMMDConcert (Shinji) film team
Vocalekt Visions - neutrinoP and Tempo-P - http://www.vocalektvisions.com
Host - Holo the Wise (James)
Special Guest - Koda-P
Animation
AniMiku (Re:VB) http://animiku.net 
MMD Animations by
1FNPony
Dregorin
Keeprefrigeratedful
Raiku-P
Choreographies by
Myokuju
Holo the Wise
Yukie Dong

このように、Vocalekt Visionsさんはファン製作の３Dプロジェクターでオリジナル曲のコンサー
トイベントを開催したのでした。なお、クレジットにあるRe:VBさんは、過去の３Dプロジェクタ
コンサートでも実績のあるクリエイターさん。Facebookでも盛んに活動していらっしゃいますよ
。

http://www.youtube.com/watch?v=tlpfusmbAvo&feature=player_embedded
http://www.vocalektvisions.com/
http://animiku.net/


奥付

【海外情報】VocalektVisionsさんの疑問

http://p.booklog.jp/book/41573

著者 : 切身魚/kirimisakana
著者プロフィール： http://nekomimi.staba.jp/blog/ ご意見、ご依頼等はブログからどうぞ。

http://p.booklog.jp/users/kirimisakana/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/41573

ブクログのパブー本棚へ入れる

http://booklog.jp/puboo/book/41573

電子書籍プラットフォーム : ブクログのパブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社paperboy&co.

http://p.booklog.jp/book/41573
http://nekomimi.staba.jp/blog/
http://p.booklog.jp/users/kirimisakana/profile
http://p.booklog.jp/book/41573
http://booklog.jp/puboo/book/41573
http://p.booklog.jp/

